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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社はコーポレート・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営の透明性の確保を図るため、創業以来、社外取締役及
び社外監査役を選任しております。原則毎月１回開催される取締役会は、常勤取締役11名、独立役員2名を含む非常勤の社外取締役4名で構成
され、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督機能を果たしておりま
す。監査役会は常勤監査役２名、独立役員である非常勤の社外監査役３名から構成され、各監査役は、取締役会やその他重要な会議に出席し、
取締役の業務執行の適法性、妥当性及び経営の透明性、健全性を監視できる体制となっております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2(4)】株主総会における権利行使に係わる適切な環境整備

　　当社は現在のところ、海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用しておりません。今
後、株主構成の変化等状況を踏まえながら検討を進めます。なお、当社は、2018年6月1日に公表された改訂コーポレートガバナンス・コードに基
づき、2018年12月末日までに本コーポレートガバナンス報告書を更新、提出いたします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】政策保有株式

　当社は良好な取引関係の維持発展、安定的かつ継続的な取引関係の維持、従業員退職金支給等の安定化など合理的な理由がある場合に株
式を保有することとしております。政策保有株の議決権の行使につきましては、その議案の内容を精査し株主価値の向上に資するものか否かを
判断した上で適切に行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【原則1-7】関連当事者間の取引

　　当社が、当社役員や主要株主等と取引を行う場合には、当該取引が当社及び株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の
取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引について取締役会に付議し、その承認を得るものとしています。

【原則3-1】情報開示の充実

（1）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当社の経営理念や経営戦略、中期経営計画については、当社ホームページ、

http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/company/決算説明会資料等にて開示しています。

（2）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「１．基本的な考え方」をご参照ください。

（3）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　経営陣幹部・取締役の報酬体系等に関しては、株主総会の決議による報酬総額の限度内にて、固定報酬と業績連動報酬で構成された報酬原
案について独立取締役を含む社外役員及び常勤取締役で構成する報酬諮問委員会に諮り、その答申を踏まえ透明性、妥当性及び客観性を確保
した上で取締役会の決議にて決定しております。

（4）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　　経営陣幹部と取締役候補者は、当社の経営理念をもとに、経営全般のモニタリングと業務執行の監督を行なうための豊富な経験、高い見識、
高度な専門性等を備えた人物を選定することを基本方針としております。監査役候補者は、実効性ある監査ができるよう、豊富な経験、高い見
識、高度な専門性等を備えた人物を選定することを基本方針としております。経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たって
は、独立取締役を含む社外役員及び常勤取締役で構成する指名諮問委員会にて、上記基本方針に照らし、当社の経営陣幹部または取締役・監
査役として相応しい候補者を選定した後、取締役会にて決議いたします。

（5）取締役・監査役候補の選任・指名についての説明

各役員候補者の選任理由については、株主総会招集通知において開示しています。

【補充原則4-1(1)】経営陣に対する委任の範囲

　　当社の取締役会は、取締役会において決議すべき事項を取締役会規程、職務権限規程において定めており、経営の基本方針、法令で定めら
れた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況の監督機能を果たしています。当社では、意思決定の迅速化、業務
執行区分の明確化及び取締役会機能の強化等、経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しています。常勤取締役及び執行役員等が出席
する経営会議を経営会議規程に基づき原則毎週1回開催しており、取締役会で決定した経営方針に基づき業務執行に関する基本方針及び重要
事項を審議し、あわせて業務全般にわたる監理を行っています。

【原則4-8】独立社外取締役の有効な活用



　　当社は、東京証券取引所が定める独立役員の基準に従い、独立社外取締役を2名選任しています。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

　　当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。

【補充原則4-11(1)】取締役会全体としての考え方

　当社の取締役会は、定款で定める取締役15名以内、監査役は5名の員数の範囲内で、各事業に伴う知識、経験、能力等のバランスに配慮しつ
つ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方とし多様性の確保に努めています。当社の経営理念をもとに、取締役の選任について
は、経験や専門性を総合的に勘案し選定しています。また、社外取締役は、会社法上の社外性要件に加え、経営者としての豊富な経験と幅広い
見識を充たしている人材を選任しています。

【補充原則4-11(2)】取締役・監査役の他社兼任

　　主な兼任の状況は、事業報告及び有価証券報告書に開示しています。社外取締役及び社外監査役をはじめ、取締役及び監査役は、その役
割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役及び監査役の業務に振り向け、兼職については合理的範囲と認識しております。

【補充原則4-11(3)】取締役会全体の実効性についての分析・評価

　　当社では、取締役会の機能を向上させ、企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施しております。

自己評価・分析につきましては、平成28年度に引き続き、平成29年度においても外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。

平成30年2月に取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象にアンケートを実施し、回答方法は外部機関に直接回答することで匿名
性を確保いたしました。その結果を平成30年4月の取締役会において報告いたしました。概要は以下のとおりです。

アンケートの回答からは、取締役会の運営等おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識い
たしております。一方で社外役員への経営対象の施設見学会の実施や社外役員間の交流の機会を設けるべき等の意見が出され、取締役会の機
能の更なる向上、議論の活性化に向けた課題についても共有いたしました。

今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、抽出された課題について十分な検討を行い、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に
進めてまいります。

【補充原則4-14(2)】取締役・監査役に対するトレーニングの方針

　　当社では、定期的に取締役及び監査役に対し必要な知識習得のためのセミナー等への参加の機会を設けています。また、これらにより生じる
費用は、社内規程に基づき、当社が負担しています。社外取締役・社外監査役には当社グループの経営理念、経営方針、事業活動及び組織等に
関する理解を深めることを目的に、随時、これらに関する情報提供を行っています。

【原則5-1】株主との対話に関する方針

　　当社は、株主等との建設的な対話を実現するため、統括を行う取締役を指定し、様々な機会を通じて対話を持つように努めてまいります。当社
では、ＩＲ担当役員統括のもと、ＩＲ課がＩＲを担当し、経営企画部、経理部、営業部、施設・防災安全部等のＩＲ活動に関連する日常的な部署間の連
携を図っています。株主や投資家に対しては、経営トップが出席する決算説明会を半期に１回開催するとともに、逐次、当社施設見学会やスモー
ルミーティングを実施しています。それらの結果は、随時、経営陣幹部及び取締役会に報告しています。なお、株主との対話に際してはインサイ
ダー情報取扱規程を制定し漏洩防止を徹底しています。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本航空株式会社 4,398,240 5.41

ANAホールディングス株式会社 4,398,000 5.41

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

(三井住友信託銀行再信託分・京浜急行電鉄株式会社退職給付信託口)
3,484,000 4.28

株式会社三菱東京Ｕ Ｆ Ｊ 銀行 3,408,000 4.19

株式会社みずほ銀行 3,300,000 4.06

三菱地所株式会社 3,111,400 3.83

大成建設株式会社 2,831,000 3.48

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,727,300 3.35

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　日本通運口　再信託受託者　資産管理サービス信託
銀行株式会社

2,337,720 2.87

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,912,100 2.35

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性



上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 不動産業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 15 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

高木　茂 他の会社の出身者 △

原田　一之 他の会社の出身者 ○

植木　義晴 他の会社の出身者

長峯　豊之 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

高木　茂 ○
三菱地所株式会社特別顧問。三菱地所
株式会社は、当社との間に事務室の賃貸
借契約等の取引関係があります。

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当

社の経営に反映していただくため、選任してお

ります。当該取締役は関連会社、主要な取引
先の業務執行者でなく、当社が報酬を支払って
いるコンサルタント等の専門家ならびに主要株
主等ではありませんので、一般株主と利益相
反が生じるおそれがないと判断し、独立役員と
して指定しております。



原田　一之 ○

京浜急行電鉄株式会社代表取締役社
長。京浜急行電鉄株式会社とは、施設設
備維持管理契約等の取引関係がありま
す。

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当

社の経営に反映していただくため、選任してお

ります。当該取締役は関連会社、主要な取引
先の業務執行者でなく、当社が報酬を支払って
いるコンサルタント等の専門家ならびに主要株
主等ではありませんので、一般株主と利益相
反が生じるおそれがないと判断し、独立役員と
して指定しております。

植木　義晴 　 ―――

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当

社の経営に反映していただくため、選任してお

ります。

長峯　豊之 　 ―――

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当

社の経営に反映していただくため、選任してお

ります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する

任意の委員会の有無
あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名諮問委員会 6 0 1 2 0 3
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬諮問委員会 6 0 1 2 0 3
社内取
締役

補足説明

指名諮問委員会は、独立取締役を含む社外役員及び常勤取締役で構成し、原則年1回開催することとしており、取締役・監査役候補者の指名を
豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を備えた人物を選定することを基本方針とし、候補者の協議、選定を行う取締役会の諮問機関として設置
しております。

報酬諮問委員会は、独立取締役を含む社外役員及び常勤取締役で構成し原則年1回開催することとしており、取締役の報酬体系等に関し協議を
行い、透明性、妥当性及び客観性の確保を目的とし取締役会の諮問機関として設置しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　四半期決算時毎に監査役と会計監査人による監査報告会を開催し、当該監査に関わる意見交換を行うほか、必要に応じディスカッションの場を

設けるなど、相互の連携に努めております。また、内部監査部門として本社に監査室を設置しており、監査計画の策定及び監査結果については

適宜監査役と意見交換を行うなど情報の共有化と相互の連携に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)



氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

竹島 一彦 その他

岩井 幸司 その他 △

柿﨑 環 その他

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

竹島 一彦 ○ ―――

官庁等での財務及び会計に関する豊富な経験
と幅広い見識を当社の監査に反映していただく
ため、選任しております。

当該監査役は、関連会社、主要な取引先の業

務執行者でなく、当社が報酬を支払っているコ

ンサルタント等の専門家ならびに主要株主等

ではありませんので、一般株主と利益相反が

生じるおそれがないと判断し、独立役員として

指定しております。

岩井 幸司 ○

東京海上日動火災保険株式会社常勤監
査役。東京海上日動火災保険株式会社
は、当社との間に損害保険代理店契約等
の取引関係があります。

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当

社の監査に反映していただくため、選任してお

ります。

当該監査役は、関連会社、主要な取引先の業

務執行者でなく、当社が報酬を支払っているコ

ンサルタント等の専門家ならびに主要株主等

ではありませんので、一般株主と利益相反が

生じるおそれがないと判断し、独立役員として

指定しております。

柿﨑 環 ○ ―――

内部統制及びコーポレート・ガバナンスの専門
家としての豊富な経験と高い見識を当社の監
査に反映していただくため、選任しております。

当該監査役は、関連会社、主要な取引先の業

務執行者でなく、当社が報酬を支払っているコ

ンサルタント等の専門家ならびに主要株主等

ではありませんので、一般株主と利益相反が

生じるおそれがないと判断し、独立役員として

指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入



該当項目に関する補足説明

当社を取り巻く環境が大きく変化している中、業務向上への意欲や志気を高めるため、

職務責任や会社業績を反映する業績連動型報酬制度を導入しています。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　平成30年６月27日に提出した有価証券報告書に記載する、当社の取締役19名に対する報酬は393百万円（うち社外取締役は５名、37百万円）で
あり、監査役６名に対する報酬は59百万円（うち社外監査役は４名、23百万円）であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬等については、透明性、妥当性及び客観性を確保することを目的に、社外取締役及び社外監査役と常勤取締役で構成する報酬諮

問委員会を設置し、原則年１回開催することとしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役会の事務局は企画管理本部総務・人事部総務課が担当しており、社外取締役及び社外監査役への事前説明等は必要に応じて行うことと
しています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

門脇　邦彦 名誉会長

① 業界団体等の活動や顧客との

取引関係の維持・拡大という形で
の貢献

② 当社事業に係る専門的な知

識・経験に基づくアドバイス

常勤・報酬有 2005/03/31 定めなし

丹羽　晟 顧問

① 当社事業に係る専門的な知

識・経験に基づくアドバイス

② 公益団体での社会貢献活動

非常勤・報酬無 2003/06/27 定めなし

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 2 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　常勤取締役、非常勤の社外取締役で構成される取締役会を原則毎月１回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に

関する重要事項を決定するとともに業務執行の監督機能を果たしております。また、常勤取締役及び執行役員等で構成される経営会議を原則

毎週１回開催し、取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行に関する基本方針及び重要事項を審議し、あわせて業務全般にわたる監理を

行っております。さらに、監査役は、取締役会やその他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性、妥当性及び経営の透明性、健全性を

監視できる体制となっております。



当社は、社外取締役及び社外監査役の中から、一般株主と利益相反の生じるおそれのない方を独立役員として指定しております。

監査室では、年度監査計画に基づき、業務監査、リスクマネジメント監査、子会社監査等を実施しております。監査手続きの主な流れは、１．年度

監査計画策定・承認、２．当該監査計画に基づく監査の実施、３．監査結果の社内報告、４．被監査部門からの改善報告、５．フォローアップ監査

の実施となっております。

当社及びその子会社は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制に関する報告書の提出について、必要な文書化・内部テスト・評価等

の活動を行い、財務報告に係る内部統制の充実を図っております。また、これらの活動を監督する内部統制室を当社に設置し、必要な作業を行

っております。

会計監査の状況につきましては、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査をEY新日本有限責任監査法人に依頼しており、同監査法人及び
当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。当期において、監査業務を執行した公認会
計士は、稲垣正人（継続監査年数：４会計期間）、小野原徳郎（継続監査年数：１会計期間）、佐藤重義（継続監査年数：５会計期間）であります。監
査業務に係る補助者は、公認会計士５名、その他14名であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社はコーポレート・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営の透明性の確保を図るため、創業以来、社外取締役及
び社外監査役を選任しており、平成16 年には、経営に関する監督・助言機能を強化するため、従来の社外監査役２名に加え、新たに社外監査役

１名を選任しております。さらに、平成21年には監督と執行の分離等を目的に執行役員制度を導入するとともに、取締役の定数を25名から15名に
削減し、コーポレート・ガバナンスの強化と経営の効率化を図り、また、社外取締役から２名の独立役員、社外監査役から３名の独立役員を指定し
ております。今後も最適なコーポレート・ガバナンス体制を維持してまいります。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会開催日の３週間以上前の発送に努めております。

集中日を回避した株主総会の設定 他社の株主総会が最も集中すると見込まれる日を避けた開催に努めてまいります。

その他 表や図を利用した株主総会補助資料を株主総会会場で配布

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

実施時期：年２回（５月中旬、１１月中旬）

実施内容：代表取締役社長執行役員兼COOによる決算概要、今後の経営戦
略等の説明、質疑応答

あり

IR資料のホームページ掲載
URL：http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/

ホームページ掲載情報：決算短信（英訳含む。）、アナリスト及び機関投資家

向け説明会配布資料、動画配信

IRに関する部署（担当者）の設置
担当部署名：企画管理本部

IR担当責任者：経営企画部長

IR事務連絡責任者：ＩＲ課長

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

社内規程として、「コンプライアンス基本指針」を制定し、株主利益の最大化のための努力
等ステークホルダーの立場の尊重について規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 ホームページに掲載している「地球温暖化対策計画書」を作成し、実行しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ホームページを開設し、各種情報を提供しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

【基本的な考え方】

当社では、事業経営の有効性と効率性を高め、企業の財務報告の信頼性を確保し、かつ事業経営に係る法規の遵守を促すことを目的として、グ

ループ企業を含めた全社的な内部統制システムを構築しております。

【整備状況】

１．取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ａ．コンプライアンス宣言を発し、グループ全体でコンプライアンス向上に取り組む決意表明を行うとともに、コンプライアンス基本指針により、役員
及び使用人の行動規範を定め、コンプライアンス推進委員会規程に基づき代表取締役社長を委員長とし、各子会社社長が委員を務めるコンプラ
イアンス推進委員会を設置する等、その推進のための体制を整えている。

ｂ．コンプライアンス情報窓口（通報制度）を設置し、違法行為等の発生防止と万一発生した時における会社への影響を極小化するための体制を
とっている。

ｃ．コンプライアンス統括部門が中心となり、研修会・説明会を開催し、コンプライアンスの徹底を図ることとしている。

ｄ．取締役会規程及び経営会議規程を整備し、それらの会議体において各取締役の職務の執行状況について報告がなされる体制を整えている。

ｅ．組織規程、就業規則等、法令及び定款に基づく各種社内規程を制定し、これに従い職務の執行がなされる体制を整えている。

ｆ．内部監査部門において各部門における職務執行の状況を監査する体制を整えている。

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報について、文書管理に関する社内規則に従い適切に保存及び管理を行うこととしている。

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ａ．リスク管理に係る体制を整備するため、損失の危険の管理に関する規程その他の体制に係わる基本規程を制定している。

ｂ．内部監査部門は各部門のリスクを定期的に洗出しした上、リスク情報として提供し、各部門が対応することとしている。

ｃ．全社的リスク等重要性が高いと評価されたリスクについては、経営企画部を中心として各部門がリスクを未然に防止するための対応策をとりま
とめ、適宜経営会議及び取締役会へ報告することとしている。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ．「取締役会」は取締役会規程に基づき原則毎月１回、子会社においては原則３カ月に１回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事
項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況の監督機能を果たしている。

ｂ．「経営会議」は経営会議規程に基づき常勤取締役及び執行役員等が出席し、原則毎週１回、子会社においては月２回程度開催しており、取締
役会で決定した経営方針に基づき、業務執行に関する基本方針及び重要事項を審議し、あわせて業務全般にわたる監理を行っている。

ｃ．取締役の職務の確実かつ効率的な運営を図るため、組織規程を定めている。

ｄ．会社の業務執行に関する各職位の責任と権限を明確にし、会社業務の効率的・組織的運営を図ることを目的とし、職務権限規程を定めてい
る。

e．平成21年４月１日以降は、執行役員制度を導入し、監督と執行の分離及び意思決定の迅速化を図るとともに、執行機能の向上を図るため、「常
務会」を「経営会議」に改組し、執行役員もこれに出席できることとしている。

５. 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ａ．関係会社管理規程を制定し、親会社による子会社の管理、親会社・子会社間の業務の適正に関する基本方針を定め、グループ会社の業務執
行の適正を確保する体制を整えている。

ｂ．関係会社管理規程に基づき、グループの総合的な事業の進展と子会社の育成強化を目的にグループ経営会議を設置し、定期的な業務執行
状況等の報告を受けている。

ｃ．当社及びその子会社は、社会のルールや倫理基準に沿った適切な行動をとることを定めた「コンプライアンス基本指針」により、社会秩序や安
全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当、不法な要求には一切応じない旨定めている。

ｄ．当社及びその子会社は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制に関する報告書の提出について、必要な文書化・内部テスト・評価
等の活動を行い、財務報告に係る内部統制の充実を図っている。また、これらの活動を監督する内部統制室を当社に設置し、必要な作業を行っ
ている。

ｅ．内部監査部門において子会社の業務執行状況を監査する体制を整えている。

６. 取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

ａ．取締役、執行役員及び使用人は、内部統制に関する事項について監査役に対し定期的に、また重要事項が生じた場合は都度報告するものと
し、監査役は必要に応じて取締役、執行役員及び使用人（子会社を含む。）に対して報告を求めることができる。

b．監査役は、重要な議事録、決裁書類等を常時閲覧できるものとする。

７. 前項の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

報告内容は秘匿扱いとし、コンプライアンス基本指針に基づき報告者に対して不利な扱いを行わない。

８. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、専任の使用人を配置する。

９. 前項の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき専任の使用人を取締役から独立した役職に配置した場合には、その人事異動等に関して、監査役と事前協議を行うこ
ととする等により、取締役からの独立性を確保し監査役の指示の実効性を確保する。

10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項

監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理等を監査役が請求した場合は、会社は、監査役の職務の執行に必要でないと認められ
る時を除き、これを拒むことができない。

11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制



ａ．監査役は、内部監査部門と緊密な連携を保ち、内部監査の結果を活用するよう体制を整えている。

ｂ．監査役は、取締役会ほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席することとしている。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

※反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況を記載してください。

【基本的な考え方】

　　当社グループは、市民社会に脅威を与える反社会勢力とは、断固として対決します。

　

　【整備状況】

　　平成17年10月26日に制定した「コンプライアンス基本指針」の行動指針の中で、市民社会に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決

する方針を定め、利益供与の拒否、反社会勢力に対する情報をグループ内で共有し、報告・対応する体制を整備しております。さらに、業界・地

域社会で協力し、また警察等の関係行政機関と密接な連携を取って反社会勢力の排除に努めております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

　（株式会社の支配に関する基本方針）

　当社の会社支配に関する基本方針、及び会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み、並びに会社

　支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

　するための取組みの各概要は以下のとおりです。

　（１）会社の支配に関する基本方針

　　当社は、当社株式の大規模買付行為が行われる場合に、これを受け入れるか否かの最終的な判断はその時点における

　株主の皆様に委ねられるべきものであると考えます。

　　当社は羽田空港において、航空系事業として、国内線旅客ターミナルビルの建設、管理運営を行うとともに、国際線旅客

　ターミナルビルを建設、管理運営する東京国際空港ターミナル株式会社の筆頭株主として、同社から国際線旅客ターミナル

　ビルの主要な運営業務の一括受託などを行っております。一方、非航空系事業として、羽田空港、成田国際空港、関西国際

　空港並びに中部国際空港において物品販売業等を営み、その収益を基盤として航空界の急速な発展に即応したターミナル

　ビルの拡充整備に努めており、また、これまで培ったノウハウを活かした空港外での事業展開を図ってまいりました。そのため、

　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、旅客ターミナル事業の有する高度の安全性と公共性についての適切な

　認識に加え、当社の企業価値の源泉をなす重要な経営資源（独創性の高い技術・ノウハウ、特定の市場分野における知識・情報、

　長期にわたり醸成された取引先との深い信頼関係、専門分野に通暁した質の高い人材等）への理解が不可欠であると考えます。

　　また、中長期的な増加が見込まれる訪日外国人による国内消費を取り込む施策を実施し、これらを支える、新たな価値を創造

　する環境の整備や株主・投資家に対する対話機会の拡大と各施策の確実性を高めるために組織・ガバナンスの再編・強化を

　図りながら、中期経営計画を邁進してまいります。

　　当社は、当社の事業活動や事業方針等を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めておりますものの、大規模

　買付行為を行おうとする者が突然現れた場合に、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に与える影響

　について株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、大規模買付者及び当社取締役会の双方から、大規模買付行為が

　当社に与える影響や、大規模買付者が計画する当社の経営に参画した場合の経営方針、事業計画の内容等の情報が適切かつ

　十分に提供されることが不可欠と考えます。さらに、当該大規模買付行為に関する当社取締役会による検討結果等の提示は、株主

　の皆様の判断に資するものであると考えます。

　　以上を考慮した結果、当社としましては、大規模買付行為が行われる場合には、大規模買付者において、株主の皆様の判断の

　ために、当社が設定して事前に開示する一定のルールに従って、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会

　に事前に提供していただく必要があると考えております。また、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損することとなる

　悪質な当社株式の大規模買付行為を防止するため、大規模買付者に対して相応の質問や大規模買付者の提案内容等の改善を

　要求し、あるいは株主の皆様にメリットのある相当な代替案が提示される機会を確保し、更には当該大規模買付ルールを遵守しない

　大規模買付行為に対しては企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上の観点から相当な措置がとられる必要があると考えて

　おります。

　（２）会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み

　　当社は、会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みとして、下記（３）で記載するもののほか、以下の取組みを

　行い、企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上に努めております。

　・中期経営計画に基づく取組み

　　当社は、旅客ターミナルビルにおける絶対安全の確立のため、さらなる安全対策強化に全力を傾注するとともに、羽田空港国内線

　第１旅客ターミナルビル及び第２旅客ターミナルビルの一体的運営による一層の効率化を図り、運営諸費用の増加等への対策に

　努めております。また、国際線旅客ターミナルビルの運営主体である東京国際空港ターミナル株式会社につきましては、　同社の

　筆頭株主として、主要な運営業務の一括受託などを行っております。併せてお客様本位の旅客ターミナルビルの運営を目指し、

　当社グループＣＳ理念「訪れる人に安らぎを、去り行く人にしあわせを」の下、顧客第一主義を徹底するほか、積極的な人材育成を

　図り、全社を挙げて一層のサービス向上、さらなる収益の向上に努めることとし、中期経営計画に基づく諸施策に積極的に取り組んで

　おります。

　・コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けた取組み

　　 当社はコーポレート・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営の透明性の確保を図るため、創業以来、

　社外取締役及び社外監査役を選任しております。原則毎月１回開催される取締役会は、常勤取締役11名、独立役員２名を含む

　非常勤の社外取締役４名で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに

　業務執行状況の監督機能を果たしております。監査役会は、常勤監査役２名、独立役員である非常勤の社外監査役３名で構成され、

　監査役は、取締役会やその他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性、妥当性及び経営の透明性、健全性を監視できる

　体制となっております。

　 （３）会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

　 ための取組み

　　 当社は、（１）で述べた会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針

　の決定が支配されることを防止するため、「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」

　（以下「本対応方針」という。）により、大規模買付行為が行われる場合に関して大規模買付ルールを定め、

　かつ、大規模買付者が当該ルールを遵守しなかった場合における対抗措置の発動に係る手続きについて定めて



　おります。

　　・独立委員会の設置

　　　大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を害するものか否かの検討・審議を行い、大規

　　模買付行為に関する当社取締役会の判断及び対応の公正を担保する機関として、独立委員会を設置します。

　　独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から

　　独立している当社社外取締役、当社社外監査役、及び社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任しま

　　す。

　　　当社取締役会は、大規模買付行為が開始された場合に当該大規模買付行為との関係では対抗措置を発動し

　　ない旨の不発動決議の是非について独立委員会に諮問することとし、当社取締役会はその勧告を最大限尊重

　　するものとします。

　　・大規模買付ルール

　　　大規模買付ルールとして、大規模買付者は、定められた手続きに従い情報提出等を行うものとし、かつ、

　　情報提出手続き等を経て、当社取締役会が不発動決議を行うまで、大規模買付行為を行わないこととしま

　　す。

　　(ア)大規模買付意向表明書の当社への事前提出

　　　大規模買付者は、大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う旨の大規模買付意向表明書（当社所

　　定の書式）を事前に当社に対して提出していただきます。

　　(イ)大規模買付行為に関する情報の提出

　　　大規模買付者から大規模買付意向表明書をご提出いただいた場合、当社は当該大規模買付者に対し、改め

　　てご提出いただく情報の項目を記載した情報リストを10営業日（初日不算入）以内に交付いたします。

　　　大規模買付者は、情報リストに基づき、株主の皆様のご判断及び独立委員会の検討のために必要かつ十分

　　な大規模買付行為に関する情報を当社にご提出いただきます。

　　(ウ)独立委員会による検討開始に係る通知

　　　当社は、当該大規模買付行為に関する情報の提出が完了したと認められる場合等、独立委員会による検討

　　を開始するのが適当と合理的に判断される場合には、その旨を大規模買付者に通知し開示するとともに、独

　　立委員会による検討の開始を依頼いたします。

　　(エ)独立委員会による検討及び不発動勧告決議

　　　独立委員会は、独立委員会検討期間として定められた期間内に、大規模買付行為の内容の検討、当社取締

　　役会等の提供する代替案の検討等を行います。

　　　大規模買付者は、独立委員会が検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこ

　　れに応じなければならないものとします。独立委員会は、当該大規模買付行為に関する情報の検討等の結

　　果、全員一致の決議により、当該大規模買付行為が当社企業価値を毀損し会社の利益ひいては株主共同の利

　　益を害するおそれがないものと認める場合には、当社取締役会に対して、不発動勧告決議を行うこととしま

　　す。

　　(オ)株主総会における株主意思確認

　　　独立委員会は、独立委員会検討期間内に不発動勧告決議を行うに至らなかった場合には、当該大規模買付

　　行為に対する対抗措置に係る株主意思確認総会を開催する旨を勧告することとし、かかる勧告を受けて当社

　　取締役会は、株主意思確認総会の招集を速やかに決定するものとします。

　　　株主意思確認総会の決議は、出席株主の議決権の過半数によって決するものとします。

　　(カ)取締役会の不発動決議

　　　当社取締役会は、独立委員会が当該大規模買付行為について不発動決議を行うべき旨勧告した場合、取締

　　役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情が存しない限り、不発動決議を速やかに行うものとし

　　ます。

　　　また、当社取締役会は、上記(３)（オ）に定める株主意思確認総会において対抗措置を発動すべきでない

　　旨の株主意思が示された場合、不発動決議を速やかに行うものとします。

　　(キ)大規模買付ルールに従わない大規模買付行為に対する対抗措置の発動

　　　当社取締役会が不発動決議を行うまで、大規模買付者は、大規模買付行為を行ってはならないものとしま

　　す。当社取締役会は、大規模買付ルールに従わない大規模買付行為が行われ対抗措置の発動が相当である場

　　合、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的として、本対応方針に基づく対抗措置を行

　　うものとします。本対応方針の対抗措置としては、新株予約権の無償割当てその他の法令及び当社の定款上

　　許容される手段を想定しております。

　　・株主・投資家に与える影響

　　　本対応方針は、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断されるために必要な情報を提供

　　し、さらには、当社株主の皆様が大規模買付行為に係るより良い提案や、当社取締役会等による代替案の提

　　示を受ける機会を保証するための相応の検討時間・交渉力等が確保されることを目的としています。これに

　　より、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為への応諾その他の選択肢について適切な判

　　断をされることが可能となり、そのことが当社株主全体の利益の保護につながるものと考えます。従いまし

　　て、本対応方針の設定は、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断をなされる上での前提となるもので

　　あり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。

　 （４）取締役会の判断及びその理由

　　　当社の中期経営計画、コーポレート・ガバナンスの強化充実等の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利

　　益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに当社の基本方針に

　　沿うものです。

　　　また、本対応方針は上記の基本方針に沿うものであり、またその合理性を高めるため以下のような特段の工



　　夫が施されておりますので、本対応方針は、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、また当

　　社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。

　　・本対応方針は、平成29年６月29日開催の第73回定時株主総会においてその基本的内容につき、株主の皆様

　　の事前承認を受けております。当該株主総会の承認は、当該定時株主総会から３年を有効期間とします。当

　　社取締役会は、３年が経過した時点で、改めて本対応方針に関する株主意思の確認を行い、株主の皆様にご

　　判断いただくことを予定しております。当社取締役会は、当該株主総会承認の有効期間中、関連する法制度

　　の動向その他当社を取り巻く様々な状況を勘案して、当該株主総会承認の趣旨の範囲内で、本対応方針の細

　　目その他必要な事項の決定や修正等を行うこととします。

　　・本対応方針は、株主意思確認総会において対抗措置を発動すべきでない旨の株主意思が示された場合、当

　　社取締役会は不発動決議を速やかに行うものとしております。また、当社の業務執行を行う経営陣から独立

　　している当社社外取締役、当社社外監査役、及び社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任される委

　　員により構成される独立委員会が、株主意思確認総会の招集に先立つ独立委員会検討期間内において、当該

　　大規模買付行為が当社企業価値を毀損し会社の利益ひいては株主共同の利益を害するおそれがないものと認

　　め不発動勧告決議を行った場合には、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段

　　の事情がない限り、速やかに同勧告決議に従い不発動決議を行うこととされています。このように、取締役

　　の地位の維持等を目的とした恣意的な発動を防止するための仕組みを本対応方針は確保しております。

　　・当社は、取締役の解任決議要件の普通決議からの加重も行っておりません。本対応方針は、大規模買付者

　　が自己の指名する取締役を当社株主総会の普通決議により選任し、かかる取締役で構成される取締役会によ

　　り、廃止させることが可能です。従いまして、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成

　　員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は、期差任

　　期制を採用していないため、本対応方針はスローハンド型（取締役会の構成員の交替を一度に行うことがで

　　きないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　　・本対応方針は、経済産業省及び法務省が定めた平成17年５月27日付「企業価値・株主共同の利益の確保又

　　は向上のための買収防衛策に関する指針」が求める適法性の要件（新株予約権等の発行の差止めを受けるこ

　　とがないために充たすべき要件）、合理性の要件（株主や投資家など関係者の理解を得るための要件）をす

　　べて充たしております。また、経済産業省企業価値研究会の平成20年６月30日付報告書「近時の諸環境の変

　　化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内容にも合致しております。

　　（５）その他

　　　本対応方針の詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載の「当社株式に対する大規模買付行為への対応

　　方針（買収防衛策）の継続について」の本文をご覧ください。

　　（ 参考URL　http：//www.tokyo-airport-bldg.co.jp/company/ir/ ）

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――
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